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www.thailand4.com 

2007年 8 月 14日 
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バンコク週報 

2007年 9 月 10日～16日 
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The Daily nnA 

アジア経済情報紙（抜粋） 

2007年 9 月 10日～16日 
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ワイズ（フリーペーパー） 

2007年 9 月 19日 
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タイ自由ランド（フリーペーパー） 

2007年 9 月 5日 
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＜和訳＞ 

Publication : Post Today 

Date : September 8, 2007 

 

日本の果物タイ上陸 

 

日本タイ経済連携協定（JTEPA）締結施行の時期が近づくにつれ、日本貿易振興機構（ジェトロ）

が様々な展示会を開催する機会を逃すはずがない。締結施行後、タイへ投資予定のある日本企業への

アドバイスや準備のためである。 

ジェトロは日本企業 9社と陣を組み、アジア・フルーツ・ロジスティカ内の「ジャパン・パビリオ

ン」で日本の青果物を展示した。この催しは、果物の品質にこだわり、海外市場に全面的に進出する

前にタイの消費者に紹介するものである。 

ジェトロ貿易振興部の田雑征治氏によると今日、日本は果物（注：原文通り。正確には「食料」）

の輸入量が最も多い国の一つである。輸出量は多くなく、輸入量はその約 20 倍だという。 

「日本とタイは、食品の貿易額はマグロやカツオに限らずかなり多いにも関わらず、青果物の輸出

入に関しては、まだ微々たるものである。田雑氏は日本の果物でタイへ輸出されている最も多いもの

の種類に、りんご、柿があるという。田雑氏は JETEPA 締結でタイの消費者が日本の果物をもっと安

価で購入することができるようになるという。皆さんもご存じのようにメイドインジャパン商品の障

害となっているのは価格だからである。 

「タイの日本からの果物の輸入量が少ない原因としては、高い関税が課せられることがあげられる

が、JTEPA が施行されれば、双方に有利になることは間違いない、と田雑氏。 

JTEPA 施行後、免税対象になる果物は、りんご、柿、桃、梨があげられる。現在りんごの関税率は

１０％、桃や柿においては４０％である。 

イチゴやメロン（人気の果物）については徐々に税率を減らし、仏暦 2552 年（西暦 2009 年）4月

には０％になることが期待される。一方で日本側はタイのマンゴーやマンゴスチン等の果物に関し、

免税をしなければならない。 

これによりタイ消費者は安くなった日本産の果物を購入することができるようになるし、品質に関

しても心配がない。というのも、ジェトロの貿易振興部長によると、日本の農家はまるで子や孫を育

てるように農作物の面倒をみるからだと保証する。 

 日本の農業が果物販売で特に重きをおいている 3つの事項とは、外見のよさ、甘味、鮮度である。 

 安全に関し、日本の農業においては農薬を最小限に抑えるようにしている。有機抽出物や、雄と雌

が交尾を誘うときのフェロモンなどを使用する。 

こうした努力により、田雑氏は日本の青果物からはほとんど化学農薬の成分が検出されないか、ま

たは基準を下回っているのだと念を押す。 

 例をあげると、メロン栽培では、1株で 1つの果実しか育てないと決まっている。その果実は最も

整ったものである。ぶどうでは、きれいな形にならない場所にある粒やほかのよりも小さい粒はすぐ

に間引かれる。最大限に品質の良いものを作り出せるように管理するためである。 

 これらの理由から、日本の農作物は品質がいいのであり、価格もそれにともなっている。実際のと

ころ、生産量は少なくなっているが（間引きのため）、長い目で見ると、消費者から品質の信頼を得

ることにより、生産者は価格を管理できるのである。 

 日本の果物のライバルは中国である。特に今日、中国の青果物がタイへどっと流れ込んでいる。お

まけに安いのだ。日本はこれにどのように受けて立つのか。 

 「我々は中国をライバルともそうでないともみている。果物の品種の中で、例えば梨は日本産と同

品種であるが、試食をしてみれば味が同じでないことがわかる。タイでの日本産の果物の消費市場は

中国産とは別ものではないかと思う。」と田雑氏は言う。 

 タイの消費者は日本から大きく育った果物を受け入れる準備が整ったのだ。タイの農業は奥の手を

探さなければならない。JTEPA が施行されれば面白いことになりそうだ。 
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＜和訳＞ 

 

世界市場 

Publication : Naew Na 

Date : August 16, 2007 10:55 

 

 

日本貿易振興機構、別称、ジェトロ・バンコクは日本から輸入した青果物展示のため「ジ

ャパン・パビリオン」展示会を 9 月 5 日～7 日まで、13 時から 18 時まで、クィーンシリキ

ット・コンベンションセンターにて開催予定である。 
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＜和訳＞ 

Publication : Than Setakit 

Date : August 22, 2007 

 

日本のタイ果物市場への参入 ＋ JTEPA 施行前の大見本市 

 

13085 XTHAI ZCON XCORP V%PAPERL P%TSK 

 

タイ政府と日本政府間で日タイ経済連携協定、別称 JTEPA が東京において 2007 年４月３日に締結

された。来たる１０月から１２月には施行されると期待されている。双方の民間にも影響を及ぼす。

この締結により得られるメリットを積極的に利用すべく、日本の民間はタイの大きな青果市場に参入

する準備を整えている。 

日本貿易振興機構、別称ジェトロ・バンコクが「ターン・セータキット」に語ったところによると、

９月５～７日、ヨーロッパから会場を移した世界各国の果物の見本市がクィーン・シリキット・コン

ベンションセンターにて１３時～１８時まで開催される。「アジア・フルーツ・ロジスティカ」と名

付けられた見本市であるが、ジェトロはここに「ジャパン・パビリオン」というエリアを設置し、こ

こに９社がブースをだし、日本より輸入された青果物を展示する。 

主な目的としては、タイ国内外での、卸売業者、小売業者、輸入業者などの代理販売業者を探すこ

とである。 

JTEPA 締結に伴い、タイ市場に容易に入れるよう日本の果物をタイ人に紹介することも目的に含ん

でいる。日本からタイへ輸入される果物の関税が減税され、梨、桃、柿、りんご、ベリー各種、レモ

ン、パパイヤに関しては関税が０％になる（注：原文の通り。ベリー各種、レモン、パパイヤについ

ては関税が即時撤廃にはならない）。また、メロン、ぶどう、すいか、イチゴ、人参においては、施

行後２年以内に０％になる。（注：原文の通り。正確には２年以内ではない） 

今回の催しには日本企業９社が参加、展示をしている。 

ムラハタ・タイランド株式会社 

豊橋田原農業推進会（日本国愛知県） 

アラヤフルーツ株式会社（日本国青森県） 

静岡県メロン農業協同組合（日本国静岡県） 

岡山県庁（日本国岡山県） 

デートミラル農業協同組合（注：原文の通り。正しくは伊達みらい農業協同組合）（日本国福島県） 

福岡県農業協同組合 

日本果物農家協会（注：原文の通り。正しくは日本園芸農業協同組合連合会） 

株式会社サングローブフード（日本国東京都） 

 

「見本市に加わった日本企業 9社の大部分は日本の農業者の組合で直接栽培をおこなっており、日

本産の高品質な青果物を展示している。昔ながらの青果市場の様子を作りだし、会場内では日本の農

産物の生産方法などを紹介している。)。ジャパン・パビリオン見本市での目玉果物は、梨、桃、柿、

ぶどう、メロン、リンゴである。大部分は季節の果物で、これらの果物を使ったお菓子の作り方のシ

ョーまである。例えば、パフェやフルーツパンチなどである。」 

「アジア・フード・ロジスティカ」は青果物に関する見本市や会議であり、ドイツのベルリンで

1993 年より毎年開催されている。 
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今回がアジア初の開催であり、アジアの市場が伸びているからであろう。日本企業が参加している

ほかに、他国もその国の産物を紹介している。例えば、オーストラリア、ニュージーランド、中国、

アルゼンチン、台湾など。全部で 60 ブースある。 

ジェトロ貿易振興部の田雑征治氏が同社に語ったところ、「ジェトロはジャパン・フードフェアを

2004 年より開催しており、日本食品のタイへの輸出促進を目的としている。大部分は生鮮魚、加工

食品、野菜、果物や日本のアルコール飲料類である。 

JTEPA の締結により、日本とタイ間での関税減税がされれば、日本の食品をもっとタイへ輸入する

ことができるようになり、価格も安くなる。」 

ジェトロの報告によると、タイは日本からの食品輸入量が世界で第 6 位にあたり、食品数は 100

種以上にのぼり、品目は 4000 目にもなる。これまでは、ジャパン・フード・フェアで日本食品を入

手する機会があるが、これ以外に、タイの輸出促進局が主催する THAIFEX も毎年開催されている。こ

れには日本からの参加も毎年増加している。JTEPA が施行されると、日本の食品は、タイの市場で増

加するのはまちがいないだろう。 
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Japanese expect fruit windfall 
Source - The Nation Website (Eng) 
Friday, August 31, 2007  08:48 
 
          Large share of Thai market eyed, while tropical produce heads in other 
direction. Japanese fruit exports to Thailand are expected to grow by 20 to 50 per cent 
per year, thanks to the soon-to-be implemented Japan-Thailand Economic Partnership 
Agreement (JTEPA), the Japan External Trade Organisation says. 
 
          Last year, Japan's exports of agricultural and aquacultural goods to Thailand 
reached a value of 18.8 billion yen (Bt5.58 billion at today's rates), and according to the 
Customs Department, the total value of imported Japanese fruit and farm products 
grew by 7.8 per cent to US$2.25 million (Bt77.22 million) last year. 
 
          The JTEPA, signed in April, is expected to be implemented in November. It 
aims to abolish import tariffs and reduce trade barriers between the two countries. 
 
          Seiji Tazo, the director of the Japan External Trade Organisation's (Jetro) 
Trade Promotion Department, said yesterday that Japanese fruit and agricultural 
products should enjoy high benefits from the free-trade pact. It will eliminate tariffs on 
more than 92 per cent of products listed under bilateral trade. 
 
          "There is not enough temperate fruit reaching the Thailand market to meet 
local demand," he said. "The Thai market should increase its demand for Japanese fruit 
after the JTEPA because of much lower prices following the tariff reductions." 
 
          On the other hand, Japan is expected to increase its imports of tropical fruit 
from Thailand. 
 
          Japanese fruit exports to the Kingdom are currently subjected to a 
40-per-cent tariff. The duty on four kinds of fruit - apples, persimmons, peaches and 
pears - will fall to zero in the first year after the pact is implemented. 
 
          Japanese tariff charges on imports of Thai fruit - including durian, mangoes, 
mangosteens, coconuts and papaya - will be reduced to zero at the same time. Tariffs on 
other kinds of Thai fruit will fall to zero within 10 years. 
 
          Thai tariffs on Japanese melons will fall to zero in 2009, and similar duties 
on other Japanese fruits will be abolished in 2012. 
 
          Tazo said the retail price of Japanese fruit should fall by 40 per cent after the 
agreement is implemented, depending on the kind of fruits and the sales outlet. 
 
          At present, the Thai market gets its temperate fruit from China, the United 
States, Australia and New Zealand. China is Thailand's main supplier, with about 52 
per cent of market value, followed by American fruit with a 20-per-cent market share 
and Australia with 4 per cent. 
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Following implementation of the JTEPA, Japan aims to capture a much 
bigger share than its current one per cent of Thailand's imported fruit market, Tazo 
said. 
 
          As part of a plan to promote Japanese fruit in Thailand, nine Japanese 
exporters will take part in the Asia Fruits Logistics 2007 fair at the Queen Sirikit 
National Convention Centre, starting on Wednesday. They will display their produce at 
a Japan pavilion. 
 
          Taichi Kawano, the director of Murahata (Thailand), one of nine firms 
joining the fair, said his company can provide many kinds of fruits for Thai consumers, 
including melons, persimmons, grapes, pears and apples. 
 
          Murahata opened its first fruit parlour at CentralWorld last year, and is 
considering opening outlets at all Central department stores. 
 
          Petchanet Pratruangkrai 
 
          The Nation 
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(２)参考資料 

 

ジェトロ 世界基準の青果物見本市 於 会場 「ジャパン・パビリオン」 

2007 年 8 月 14 日 12 時 32 分 

出典：ジェトロ・バンコク 

 

見本市会場では日本の高品質青果物を展示した Asia Fruit Logistica (アジア・フルーツ・ロジ

スティカ)が開催される。 

世界基準の青果物が JTEPA 締結施行後、日本からタイへの果物輸入関税が減り、０％に免税された。

早くて 10 月から施行されると期待されている。 

ジェトロは入場無料券を配布。青果市場の販売者、輸入業者、輸出業者に対し限定 50 枚。 

お問合せ先：0-2253-2021 内線 124 に 8 月 27 日まで。 

日本貿易振興機構、別称、ジェトロ・バンコクは、「ジャパン・パビリオン」(JAPAN PAVILION)

エリアを設け、日本企業 9社がブースを出し日本産青果物を展示している。ジャパン・パビリオンは

「アジア・フルーツ・ロジスティカ」(Asia Fruit Logidtica)の一部であり、ジェトロ・バンコクは、

このエリア設置において、日本農林水産省の方針、協力支援を受けており、イベントは 2007 年 9 月

5 日～7日、13 時～18 時までクィーン・シリキット・コンベンションセンターにて開催される。 

ジェトロ・バンコク所長の加藤洋一氏は以下の様に述べている。「ジェトロは日本の青果物の展示

促進に力を入れている。日タイ経済連携協定(JTEPA)の締結により、日本からタイへの果物の関税が

引き下げられるからである。梨、桃、柿やリンゴにおいては、関税が０％になり、メロン、ぶどう、

長芋に関しては、毎年減税していく。減税の施行は早くて今年の 10 月から 12 月になると期待されて

いる。これにより、タイの食品産業や消費者は高品質の日本の果物を安く手に入れることができるよ

うになる。」 

ジェトロは、卸業者、小売業者、輸入業者、輸出業者に対して、30 米ドルの入場一日券を無料で

配布する。問い合わせ先 0-2253-2021 内線 124 に 2007 年 8 月 27 日月曜日まで。限定 50 枚。 

ジェトロ・バンコク貿易振興部長、田雑征治氏は言う。「ジャパン・パビリオンは日本の農家によ

り心をこめて育てられた高品質な青果物を展示している。例えば、つぼみや青い実を害虫や豪雨から

守るために紙でできた覆いをかぶせたり、反射板をりんごの木の下に設置し、果実に日光がよく当た

るようにしたりする。また果実のサイズを大きくするために小さい実を間引いて、枝につける果実の

量を調節している。」 

この見本市会場のデザインや装飾は、日本スタイルに乗っ取っている。植物や野菜果物を思いやり

を持って育て、心からそれを楽しんでいる日本の農家の心を表わしている。日本の農家は作物を子供

のように育てているといわれるほどだ。田雑氏はいう。 

アジア・フード・ロジスティカは青果物市場に関する見本市と会議であり、仏暦2536年（西暦1993

年）からベルリンにて毎年開催されているが、今回がアジアで初の開催となる。増加するアジアの市

場に対応するためと思われる。 

 

日本企業 9社がジャパン・パビリオンに参加、見栄えのする果物を展示した。例えば、梨、桃、柿、

ぶどう、メロン、桃、長芋を紹介している。展示会無料入場券、限定 50 枚を卸業者、小売業者、輸

入業者、輸出業者に限り配布。お問い合わせ 0-2253-2021 内線 124 まで。詳細はウエブサイトで。

www.asiafruitlogistica.com 

 

詳細のお問い合わせは 

チュティマー・ドゥアンパニット 

インフォメーションデスク 

ジェトロ・バンコク 

電話 0-2553-6441 内線 147 

E メール Jesiree Esaparn {jensiree@yahoo.com} 

 

 




